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NASPAサッカースクール 運営要領 

 

YU-YU FUTSAL  PARK  NASPA サッカースクールの運営要領を下記のとおり定

める。 

 

1. 目的 

サッカーの基本を指導するとともに、サッカーを通じて規律、協調性、礼儀を身に

付けさせ、豊かな人間性及び社会の規範となる人格の形成に努力する。 

2. 入会資格 

本人及び保護者の当スクールの趣旨に賛同される幼稚園児から中学生までの少年

少女。 

3. 入会手続き 

入会希望者は随時、下記の所定書類に必要事項を記入し、保護者の同意署名捺印の

上、スクール運営事務局に提出願います。 

《入会時必要な物》 

1）入会申込書（写真） 

2）健康診断書 

3）保護者同意書 

4）入会記念品用品サイズ表 

5）入会費（初年度保険料を含む） 

6)  初回会費 

4. スクールの受講更新手続き 

  スクールの受講更新は毎年 3月とし、年会費税込 1,300円を 4月分の会費支払い時

に徴収させて頂きます。年会費のお支払いが確認できた方より保険の加入手続きを行

うものとする 

5. 入会及び月会費など 

＜入会費＞  

13,000 円（税抜き）／14,300円税込（初年度年会費、保険代込み） 

＜会費＞  

 その月々で下記の①②のご希望のチケットを購入することが可能です。 

①月間フリーパスチケット 5,000 円 （税抜き）／5,500円税込み 

※各クラスおよそ週 2回レッスン日があります。 

※該当する開校日以外の使用はできません 

②月間 4回の回数券 4,000 円（税抜き）／4,400円税込み  
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※当月開校日の中から 4回受講できます。 

※4回以降は、1回券(1,200円税抜き／1,320円税込)の追加が可能です。 

※1回券はございません。回数券（4回券）購入者のみの対応となります。 

6. 会費の納入 

入会金及び初月会費は入会手続き時に NASPAフロントにてお支払、ご購入くださ

い。月会費は、次月のチケットは当月 15 日までにフロントにてご購入ください。な

お、当月受講後の 4回券の購入はお断りさせて頂いております。 

回数券をご購入で当月 4回消化できない場合、次月への繰越しは出来ません。ご了

承ください。 

 

7. 兄弟割引 

兄弟どちらかの購入券に応じての対応となります。 

兄弟のどちらもフリーパス購入の場合 1,100円の割引となります。 

兄弟のどちらかが回数券の場合、550円の割引となります。 

※兄弟割引を適応する場合、兄弟合わせてのお支払いとどちらがどの券を購入され

るかを必ずスタッフにお伝えください。 

8. 保険加入 

スポーツ傷害保険に加入します。スクール行事参加中及び会場への往復経路（一部

条件あり）での事故に適用されます。（保険請求は事故発生より 30日以内です） 

9. 開校日 

・幼児クラス（4歳～6歳）  月曜日・水曜日 16:15～17:15 

・ジュニアクラス（小学 1.2年生）  火曜日・金曜日 16:30～18:00 

・ジュニアクラス（小学 3.4年生） 火曜日・金曜日 18:15～20:00 

・ジュニアクラス（小学 5.6年生） 月曜日・水曜日 18:15～20:00 

10. 休校日 

  ・別紙年間スケジュール参照 

11. 指定着 

NASPA指定のトレーニングウェアーでなくてもご参加いただけます。 

12. 事務局 

〒512-1212 三重県四日市市智積町 3359 

    NASPAサッカースクール TEL0593-25-2000  

13. ご連絡 

LINE＠で NASPAをお友達登録して頂き LINEで情報を受け取って頂く方法 

 https://lin.ee/4WVw8e5NE   

 

 

https://lin.ee/4WVw8e5NE
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②電話でお問い合わせして頂く方法 

NASPAサッカースクール 059-325-2000 

 

13.施行 

本運営要領は 2022年 4月 1日に改正施行するものとする。 


